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In brief 
 
中国の税収徴収管理は、従来の税務当局による事前管理、事前承認制から、ビッグデータの蓄積、AI など

による管理を推進するために、「自己判定、自己申告、事後管理監督」へと税収徴収管理の方針を変更しつ

つあります。今後、企業は、中国の税務徴収管理の特徴およびリスクを把握し、ペナルティー等を回避する

ために、税務事項を自ら評価判定し、事後的に管理監督を実施する必要があります。 
 
本ニュースレターでは、現行の中国の税収徴収管理制度の概要を解説します。 
 

In detail 
 
1. 中国税収徴収管理制度の概要 

中国の税収徴収管理制度は、「中国税収徴収管理法」および「中国税収徴収管理細則」において規定され

ており、主な概要は以下の通りとなります。 
 
税収徴収管理制度 主な内容 
税務登記制度  税務登記手続きは、開業時、変更時および解散時に必要となり、登記の義務

者は、居住者企業（恒久的施設を含む）または個人となります。非居住者企業

が中国で納税する必要がある場合には、臨時税務登記を行う必要がありま

す。 
 税務登記時に非居住者企業、居住者企業、業種等が判別できるよう納税番号

が付与され、税務当局は当該納税番号を使用し企業の税収状況等の管理、監

督を行います。 
帳簿証憑制度  帳簿、証憑はそれぞれ一定期間の保存義務があります。税務に関連する資料

は 10 年間の保存義務があります。 
 納税者は、会計システムを使用して帳簿を作成する場合、所轄税務当局へシ

ステムの仕様等について事前に承認申請を行う必要があります。 
発票管理制度 
 

 企業または個人は商品売買、役務の授受、その他経営活動を実行する際、原

則としてインボイス（以下、発票）を発行、受領する必要があり、税務当局は当

該発票を証憑として管理等を行っています。 
 発票には、専用発票（仕入税額控除可能）、普通発票（仕入税額控除不可）の

2 種類あり、企業自身が発行または税務当局が代行発行します。 
申告納付制度  企業または個人が中国で納税義務が発生した場合には、原則、申告納付する

必要があります。 
税額徴収制度  一定の納付期限を規定し税額を徴収する制度を採用しています。 

 帳簿が整備されている場合には、帳簿を基準に税額が徴収されますが、整備

されていない場合には、税務当局によって推計課税方式をもって納税額が査

定されます。 
税務調査制度  税務当局は、税務調査を行う権限を有します。税務調査は、対象企業の選定、

調査実施・分析、審理、決定および執行（徴収）という順序で実施されます。 
 なお、対象企業はコンピューターによって無作為に選出される場合もあります。 
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税収徴収管理制度 主な内容 
その他 
還付・時効規定 
 

 納税者が過大納付した場合には、税務当局は速やかに還付します。過大納付

期間に対応する加算利子も同時に計算され、還付します。 
 時効に関しては以下の通り規定されています。 

 税務当局の誤指導により過少納付した場合には、3 年。延滞金は免除さ

れます。 
 納税者の誤りにより過少納付した場合には、3 年。ただし過少納付額が

10 万元以上の場合は 5 年とされます。 
 仮装隠ぺい等による過少納付または不納付の場合には、無期限となりま

す。 
（出所：「中国税収徴収管理法」および「中国税収徴収管理細則」をもとに当法人が作成） 
 
2. 中国の徴税体制の主な特徴 

中国税務当局の税務徴収管理制度を理解するには、中国税務行政に対する十分な理解が必要と考えられ

るため、以下においてその特徴を紹介します。 
 

（1） 分税制 
2019 年まで、中国では税目に応じてそれぞれ「国家税務局」および「地方税務局」と組織を区分して徴収管

理を行ってきました。「国家税務局」は主に税収の財源が国に帰属する税目を管理し、「地方税務局」は主に

地方に帰属する税目を管理してきました。しかし、効率化を図るため、2019 年 10 月以降、「国家税務局」が

「地方税務局」を吸収合併し、所管は一本化されました。 
 
また、下記の表の通り、税目によって、税収の中央・地方財源に対する帰属比率が異なり、納税資金がその

まま納税したその地方に帰属されるため、中国では納税地も、重要な要素の一つといえます。 

主な税目 税収帰属比率 
国（中央）財源 地方財源 

企業所得税、個人所得税 60% 40% 
増値税 50% 50% 
関税、輸入増値税、消費税 100% 0% 
房産税、土地増値税、資源税、環境保護税、契税、印紙税 0% 100% 
（出所：「中央と地方所得税収入分配比率の明確化」国発（2003）26 号通達、「営業税から増値税への移行の全面推進後の中央およ

び地方の増値税収入の分配調整に係る経過方案」国発（2016）26 号通達等をもとに当法人が作成） 
 
（2） 専管員制度 
中国の各税務局は、企業毎に専属の税務担当官（以下、専管員）を設置しています。これら専管員は、通常、

企業から税法や税務手続きに関する質問を受ける等の窓口としての役割を担います。従って、企業にとって、

専管員との日ごろのコミュニケーションは非常に重要であるといえます。なお、専管員制度は、属人的である

ため税務執行が不効率になる場合もあり、最近では、IT 管理を推進させるため、当該制度を廃止する税務

当局が見受けられます。 
 
（3） 挙証責任およびペナルティー 
中国の税収徴収管理制度において、挙証責任は納税者にあり、税務当局から過少申告、課税漏れ等の指

摘に対して、納税者が税務当局に対して適切に説明する必要があります。また、延滞金は年率 18.25%、ペ

ナルティー（加算税）は 50%～500%と重く、特にペナルティーに関しては税務当局の裁量によって決まるた

め、税務当局との事前相談または調査時の交渉は、慎重を期す必要があります。 
 
3. 納税信用評価制度 

中国税務当局は税収管理の強化、租税リスクの低減、徴税漏れの回避、並びに徴税管理の水準および効

率の向上を目的として、納税に対する信用を評価しています。各納税者の納税信用に対して年度ごとに査

定を行い、これに基づき納税者の税務登記、申告納税状況、帳簿管理および法令遵守の状況を A から D
とランク付けして管理監督を行っています。税務当局は、ランクの分類に応じて税務サービスおよび管理を

実施しています。具体的な概要は以下の通りとなります。 
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ランク 信用評価指標指数 税務当局による税務サービスおよび管理の概要 
A  90 点以上  対外的に納税者が記載された名簿を公表する 

 増値税専用発票、普通発票の取得の緩和 
 税務当局が提供するグリーンチャンネル、または専門スタッフ

の支援による税務関連事項の迅速処理の享受 
 企業の実際の状況に応じた奨励措置を採用する 

B  70 点以上 90 点未満  税務当局は正常管理を実施し、適時に税収政策および管理

規定の指導を行う 
M  新設企業、または収入

はないが 70 点以上 
 増値税専用発票の認証の取消し 
 税務当局は適時に税収管理規定に基づき指導を行う 

C  40 点以上、70 点未満  税務当局は法律に則り厳格に管理する 
D  40 点未満  対外的に納税者が記載された名簿を公表する 

 増値税専用発票の取得を厳格化 
 輸出税金還付の審査の強化 
 納税評価を強化し、提出資料を厳格に審査 
 納税評価結果を他の政府部門に通知し、輸出入国、プロジェ

クト入札、政府購入、安全許可および生産許可等の各方面に

おいて制限、禁止することを提案 
（出所：「納税者信用等等級評価管理試行方法」国家税務総局（2014）40 号公告をもとに当法人が作成） 
 

The takeaway 
 
「第 14 次 5 カ年計画」における税収徴収管理の改革のロードマップとされる「税収徴収管理改革の更なる

深化に関する意見」が税務当局より 2021 年 3 月に公布され、主な内容として以下が示されました。 
 税目徴収期間を短縮し、申告回数、時間を段階的に減らすこと 
 税務執行において「初回違反不処罰リスト」を普及させること 
 全国統一の税務クラウド税収管理サービスプラットフォームおよび全国統一の電子税務局を構築するこ

と 
 電子発票の統一プラットフォームを構築し、発行、受領、検査等を無償で行うこと 
 
中国企業は、この改革に係るロードマップを理解して、法令を遵守するために、自社の税務徴収を管理して

いく必要があります。 
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